
入札公告（説明書） 

 

平成 23年 8月 29日 

NEXCO東日本 関東支社長 石川 慎一 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 なお、本件競争入札については、あらかじめ東日本高速道路株式会社（NEXCO東日本）が配布した入札

者に対する指示書、仕様書等の契約図書その他関係法令に定めるもののほか、この『入札公告(説明書)』

に記載のとおり実施します。 

 

第 1 基本事項 (調達手続の概要)  

 

1-1. 調達機関番号 417 

1-2. 所在地番号 13 

1-3. 品目分類番号 41 

1-4. 契約件名(工事名) 関越自動車道 片品川橋補強工事 

1-5. 契約責任者 東日本高速道路株式会社 関東支社長 

  石川 慎一 

1-6. 契約担当部署 東日本高速道路株式会社 関東支社 技術部 調達契約課 

   (住所) 〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 

   (TEL) 03-5828-8356 

1-7. 競争契約の方法 一般競争入札 

1-8. 競争参加資格の確認 事前審査方式(通知型) 

1-9. 入札の方法 電子入札または郵送入札 

1-10. 落札者の決定方法 総合評価落札方式(入札前施工方法提案型交渉方式) 

1-11. 入札前価格交渉の有無 有 

1-12. 単価表の提出 必要 … 入札者に対する指示書[13]を参照のこと 

1-13. 入札保証 必要 … 入札者に対する指示書[15]を参照のこと 

1-14. 履行保証 必要 … 入札者に対する指示書[28]を参照のこと 

1-15. 契約書の作成 必要(電子契約による) … 入札者に対する指示書[29]を参照のこと 

1-16. 契約図書  

(1)  本件工事請負契約の内容となる契約図書は次のとおりとする。なお、本件競争入札に参加を希望

する者（以下「競争参加希望者」）及び契約責任者は、契約図書に拘束されることとし、その定め

る事項を遵守しなければならない。 

 ①  入札公告 

 (説明書) … 本書 

http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/public_notice/search_service/ 

 ②  標準契約書案 http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/doc_download/ 

   【土木工事契約書】を使用すること 

 ③  入札者に対する指示書 http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/doc_download/ 

   【電子入札用】または【郵送入札用】を使用すること 



 ④  共通仕様書 http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/doc_download/ 

   【土木工事共通仕様書（平成 23年 7月）】及び 

【調査等共通仕様書（平成 23年 7月）】を使用すること 

 ⑤  特記仕様書 http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/electron/ 

 ⑥  その他契約 

 (発注用)図面等 

http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/electron/ 

 ⑦  金抜設計書 http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/electron/ 

 ⑧  競争参加資格確認申請書 本書の別紙様式 1のとおり 

 ⑨ 技術提案書 本書の別紙様式 8のとおり 

 ⑩  入札書 上記③入札者に対する指示書様式のとおり 

 ⑪  単価表 上記⑦の金抜設計書により作成する 

(2)  競争参加希望者は、上記(1)に示す契約図書について内容を十分に確認し理解する必要があり、

その内容を承諾のうえで本件競争入札に参加しなければならない。 

(3) 競争参加希望者は、上記(1)の①から④に示す契約図書については、NEXCO 東日本のホームページ

よりそれぞれダウンロードして取得すること。 

(4)  競争参加希望者は、上記(1)の⑤から⑨に示す契約図書については、NEXCO東日本の電子入札シス

テムにログインした上でダウンロードして取得すること。ただし、やむを得ない事由により、上

記交付方法による取得ができない競争参加希望者に対しては、契約責任者が指定する方法（CD－R

配布）により交付するので、上記 1-6.契約担当部署へその旨申し出ること。 

  契約図書の交付期間は、平成 23 年 8月 29日(月)～平成 23年 10月 13日(木) まで。 

 

第 2 調達手続に付する事項(工事概要)  

 

2-1. 工事概要 

(1)  工事場所 自） 群馬県渋川市中村 

  至） 群馬県沼田市桜町 

(2)  工事内容 本工事は、鋼トラス橋である片品川橋と入沢川橋の上部工を耐震補強する工事

である。 

(3)  工事概算数量 支承取替工 32箇所 

  部材交換（座屈拘束ブレース） 134箇所 

  部材追加（制震ダンパー） 16箇所 

(4)  工  期 契約保証取得の日の翌日から 1350日間 

(5)  そ の 他 本工事は、当社が定めた競争参加資格要件に適合する者を競争参加者として、

設計図書に示す工事目的物の施工方法に関する技術提案書及び提案を行う施工

に係る見積の提出を要請し、提出された技術提案書等の内容に基づきすべての

競争参加者と技術交渉及び価格交渉を行い、交渉の結果に基づく最終技術提案

書及び工事費内訳書の提出を要請し、提出された最終技術提案書等に基づき当

社の定める基準で技術評価を行い、入札価格に基づく価格評価との総合評価落

札方式で落札者を決定する工事である。 

 

第 3 調達手続に参加するための条件等  



 

3-1. 競争参加資格 

  本件競争入札に参加することのできる者（以下「入札者」）は、次に示す事項をすべて満たす者とし、

下記 3-3.に示す「競争参加資格確認申請書」を契約責任者に提出した競争参加希望者のうち、契約責

任者が競争参加資格があると認めた者とする。 

(1)  審査基準日（下記 3-4.に示す「競争参加資格確認申請書」の提出期限の日をいう。以下同じ。）

において、NEXCO 東日本の契約規程実施細則第 6 条（入札者に対する指示書[2]を参照のこと）の

規定に該当しない者であること。 

(2)  開札時において、工事種別「鋼橋上部工工事」にかかる『平成 23・24 年度競争参加資格』を有

する者で、かつ、当該資格の認定の際に算定された客観的事項に係る点数が 1,300 点以上の者で

あること。 

(3)  審査基準日において、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、または民事

再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと（ただし、当該申立てにかか

る手続開始の決定後、あらためて競争参加資格の再認定を受け、上記(2)に示す条件を満たす場合

を除く）。 

(4)  審査基準日から入札･開札を経て落札者決定の日までの期間(期首及び期末の日を含む)におい

て、NEXCO 東日本から「地域 3（関東支社が所掌する区域）」において競争参加資格停止を受けて

いないこと（NEXCO 東日本が「地域 3（関東支社が所掌する区域）」において講じた競争参加資格

停止期間(期首及び期末の日を含む)との重複がないこと）。 

(5)  審査基準日において、平成 13 年度以降に元請としての完成及び引渡が完了した下記の施工実績

を有すること。ただし、当該工事を共同企業体の構成員として施工した場合は、出資の割合(出資

比率)が 20％以上である場合に限り施工実績として認める。なお、同種工事の施工実績を同一の工

事において有する必要はない。 

a)  道路橋で鋼トラス橋の支承取替を実施した工事または、道路橋で支間長 100ｍ以上の鋼トラス

橋の架設を実施した工事 

b)  高速道路又は高速道路以外の自動車専用道路における車線規制を実施した工事（片側交互通行

規制の実績についても車線規制の実績として認める。路肩規制の実績は車線規制の実績とは認

めない。） 

  平成 13 年度以降に完成・引渡が完了した工事の場合は、次のｲ）またはﾛ）に該当する工事は施

工実績として認めない。 

ｲ)  NEXCO 東日本または旧日本道路公団の工事については、成績評定が 65点未満の工事 

ﾛ)  国、地方公共団体等の工事においては、成績評定が一定の点数未満であるため当該発注機

関の競争入札において施工実績として認めていない工事 

(6)  審査基準日において、次に示す基準を満たす現場代理人、主任技術者または監理技術者を、本件

工事に専任で配置できる者であること。なお、配置技術者の専任に関する考え方は、別紙（配置

技術者の専任期間の基本的な考え方①～⑥）を参照すること。 

 ①  主任（監理）技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種（鋼構造物工事業）に係る資格

を有する者であること。 

 ②  現場代理人、専任の主任技術者または監理技術者のうち、いずれかの者が、平成 13 年度以降に

完成した、下記の元請としての施工経験を有すること。なお、施工経験における従事役職は問わ



ない。また、経験を有する者が現場代理人のみであった場合には、その者は①に示す資格を有し

ている者でなければならない。 

a)  道路橋で鋼トラス橋の支承取替を実施した工事または、道路橋で鋼トラス橋の架設を実施した

工事 

  平成 13年度以降に完成・引渡が完了した工事の場合は、上記（5）のｲ）またはﾛ）に該当する工

事は施工実績として認めない。 

 ③  専任の主任技術者または監理技術者は、競争参加希望者と直接的雇用関係にある者であり、かつ

3ヶ月以上の恒常的雇用関係にある者であること。 

   なお、下記 3-3.競争参加資格確認申請書の作成に示す書類の写しにより次の国土交通省通達のい

ずれかに該当すると判断される場合も直接的かつ恒常的な雇用関係（以下「技術者の直接的かつ

恒常的関係の特例措置」という。）にあると認めるものとする。 

  1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇

用関係の確認の事務取扱いについて」（平成 13年 5月 30日付、国総建第 155号） 

  2) 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の

取扱いについて」（平成 14 年 4月 16日付、国総建第 97号） 

  3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒

常的な雇用関係の取扱い等について」（平成 15年 1月 22日付、国総建第 335号） 

 ④  監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 

(7)  審査基準日において、次に示す基準を満たす設計管理技術者及び照査技術者を、本件工事に配置

できる者であること。なお、外国資格を有する技術者(日本国及び WTO政府調達協定締約国その他

建設市場が開放的であると認められる国等の企業に所属する技術者に限る)については、あらかじ

め技術士相当または RCCM相当との国土交通大臣認定を受けている必要がある。この場合において、

下記 3-4.に示す競争参加資格確認申請書の提出期限までに前記大臣認定を受けていない場合にも

同確認申請書を提出できるが、その提出時に、大臣認定申請書の写しを添付するものとし、かつ、

開札の時までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出する必要がある。 

 なお、照査技術者は設計管理技術者を兼ねることが出来ない。 

 ① 設計管理技術者、照査技術者がそれぞれ、下記に示す a)、ｂ)、c)のいずれかの資格を有する者で

あること。 

a) 技術士【総合技術監理部門（建設部門－鋼構造及びコンクリート）】の資格を有し、技術士法に

よる登録を行っている者。 

b) 技術士【建設部門（鋼構造及びコンクリート）】の資格を有し、技術士法による登録を行ってい

る者。ただし、平成 13 年度以降の試験合格者の場合には、7年以上の技術的業務の実務経験を

有し、かつ建設部門に該当する業務に 4年以上従事している者とする。 

c) RCCM（鋼構造及びコンクリート）の資格を有し、RCCM資格制度による登録を行っている者。な

お、RCCM 試験に合格しているが、登録できない立場にいるものについても RCCM と同等の能力

を有している者とする。 

 ② 設計管理技術者、照査技術者がそれぞれ、平成 13年度以降に完成及び引渡しが完了した次の元請

としての業務経験を有すること。 

a) 鋼橋の詳細設計（詳細設計付き工事の設計も含む） 

 ③  設計管理技術者及び照査技術者、競争参加希望者と直接的雇用関係にある者であり、かつ 3ヶ月



以上の恒常的雇用関係にある者であること。 

   なお、下記 3-3.競争参加資格確認申請書の作成に示す書類の写しにより次の国土交通省通達のい

ずれかに該当すると判断される場合も直接的かつ恒常的な雇用関係（以下「技術者の直接的かつ

恒常的関係の特例措置」という。）にあると認めるものとする。 

  1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇

用関係の確認の事務取扱いについて」（平成 13年 5月 30日付、国総建第 155号） 

  2) 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の

取扱いについて」（平成 14 年 4月 16日付、国総建第 97号） 

  3) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒

常的な雇用関係の取扱い等について」（平成 15年 1月 22日付、国総建第 335号） 

(8)  審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）におい

て、下記②に示す本件工事に係る設計業務等の請負人、当該設計業務等の下請負人、又は当該請

負人若しくは下請負人と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。 

 ① 「資本若しくは人事面において関連がある者」とは、次のｲ)又はﾛ)に該当する者である。 

   ｲ) 当該請負人若しくは下請負人の発行済株式総数の 100分の 50を超える株式を有し、又はそ

の出資の総額の 100分の 50を超える出資をしている者。 

   ﾛ) 業者の代表権を有する役員が当該請負人若しくは下請負人の代表権を有する役員を兼ねて

いる場合における当該業者。 

 ② 設計業務等の請負人 

   上記(8)に示した工事に係る設計業務等の業務名及び請負人は次に示すとおりである。 

   ・ 関越自動車道 片品川橋耐震補強検討業務（株式会社オリエンタルコンサルタンツ） 

   ・ 関越自動車道 永井川橋耐震補強検討業務（八千代エンジニヤリング株式会社） 

(9)  審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）におい

て、下記②に示す施工（調査等）管理業務の請負人、当該施工（調査等）管理業務の請負人と資

本若しくは人事面において関連のある者、当該施工（調査等）管理業務の担当技術者の出向・派

遣元、当該施工（調査等）管理業務の担当技術者の出向・派遣元と資本若しくは人事面において

関連がある者として、本工事若しくは調査等の発注に関与した者でないこと、又は現に下記②に

示す施工（調査等）管理業務の請負人、当該施工（調査等）管理業務の請負人と資本若しくは人

事面において関連のある者、当該施工（調査等）管理業務の担当技術者の出向・派遣元、当該施

工（調査等）管理業務の担当技術者の出向・派遣元と資本若しくは人事面において関連がある者

でないこと。 

 ① 「資本若しくは人事面において関連がある者」とは、次のｲ)又はﾛ)に該当する者である。 

   ｲ) 当該請負人若しくは下請負人の発行済株式総数の 100分の 50を超える株式を有し、又はそ

の出資の総額の 100分の 50を超える出資をしている者。 

   ﾛ) 業者の代表権を有する役員が当該請負人若しくは下請負人の代表権を有する役員を兼ねて

いる場合における当該業者。 

 ② 施工（調査等）管理業務等の請負人 

   上記(9)に示した工事に係る施工（調査等）管理業務等の業務名及び請負人は次に示すとおりで

ある。 

   ・ 関越自動車道 高崎施工管理業務（株式会社オリエンタルコンサルタンツ） 



(10)  審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）におい

て、入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと（基準に

該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）なお、上記の関係が

ある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札者に対する指

示書 1[1]入札手続の公正性・透明性の確保に関するお願いの(1)の記載に抵触するものではないこ

とに留意すること。 

 ①  資本関係 

   以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法第 2条第 3号に規定する子会社

をいう。以下、この①資本関係の記載中において同じ。）又は子会社の一方が更生会社又は再生手

続が存続中の会社である場合は除く。 

  1) 親会社（会社法第 2 条第 4 号に規定する親会社をいう。以下、この①資本関係の記載中におい

て同じ。）と子会社の関係にある場合 

  2) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

 ②  人的関係 

   以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、1)については、会社の一方が更生会社又は再生

手続が存続中の会社である場合は除く。 

  1) 一方の会社の役員（以下に掲げる定義に該当する者をいう。以下、この②人的関係の記載中に

おいて同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

  2) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人（以下に掲げる定義に該当する者をいう。）を現に兼

ねている場合 

  【役員の定義】 

  ①会社の代表権を有する取締役（代表取締役） 

  ②取締役（社外取締役を含む。ただし、委員会等設置会社の取締役を除く。） 

  ③委員会等設置会社における執行役又は代表執行役 

  【管財人の定義】 

  会社更生法第 67 条第 1項又は民事再生法第 64条第 2項の規定により選任された管財人 

 ③  その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

3-2. 総合評価落札方式（入札前施工方法提案型交渉方式）に関する技術評価項目等 

 本工事の競争参加者は、入札公告 3-1.競争参加資格（1）～（10）の要件をすべて満足する者で

あって、かつ技術評価項目である「本工事の施工計画を立案するための留意点」の評価点合計が

100 点のうち 80 点以上の者とする。 

なお、「本工事の施工計画を立案するための留意点」の技術評価項目、評価基準及び配点は下表

のとおりとする。 

 技術評価項目 評価基準 配点  

 ① 補強詳細設計における留意点 解析モデルの設定方針に関する考え方 50点  

 ② 支承取替時における留意点 供用中の安全性確保に関する施工計画上の考え方 50点  

 合計  100点  

  

3-3. 競争参加資格確認申請書の作成 



 競争参加希望者は、次に示す「競争参加資格確認申請書（以下「申請書」）」を作成しなければな

らない。 

 申請書(様式) 作成にかかる留意事項と技術評価項目の評価方法 

 競争参加資格確認申請書 ◇ 必要事項を記載のうえ記名すること 

 (様式 1) ◇ その他補足事項については、入札者に対する指示書[9]〔3〕①を参照のこと 

 施工実績 ◇ 上記 3-１.(5)に示す競争参加資格を満たす施工実績を記載すること 

 (様式 2) ◇ 記載にあたっては、様式 2に示す≪記載上の注意事項≫に従うこと 

 配置予定技術者 

の資格 

◇ 上記 3-1.(6)①に示す競争参加資格を満たす配置予定の主任(監理)技術者の資格を記載す

ること 

 (様式 3) ◇ 上記 3-1.(6)③1)から 3)に示す、技術者の直接的かつ恒常的関係の特例措置に該当する場

合は、次の資料の写しを添付すること。 

     1) 建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る技術者の場合 

      営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした

日から下記 3-4.競争参加資格確認申請①申請期間に示す申請期限の日までの期間が

3年以内であること。 

      ① 健康保険被保険者証等による出向元企業と出向社員の雇用（雇用期間 3 ヶ月以

上）関係を示す書面 

      ② 出向元企業の建設業の廃業届書 

      ③ 当該建設業の許可の取消通知書又は当該許可の取消しを行った旨の掲載された

官報若しくは公報 

      ④ 営業譲渡契約書等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割について

の関係を示す書面 

     2) 持株会社の子会社が置く技術者の場合 

      ① 健康保険被保険者証等による出向元企業と出向社員の雇用（雇用期間 3 ヶ月以

上）関係を示す書面 

      ② 当該出向社員の出向元である親会社と出向先である子会社との関係を「建設業

法第 27 条の 23 第 3 項の経営事項審査の項目及び基準を定める件（平成 6 年 6

月 8日建設省告示第 1461号）附則 6の規定により企業集団と認定を受けたこと

を証する書面 

     3) 親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る技術者の場合 

      ① 健康保険被保険者証等による出向元企業と出向社員の雇用（雇用期間 3 ヶ月以

上）関係を示す書面 

      ② 出向社員と出向先企業との雇用関係を示す出向であることを証する書面 

      ③ 出向先企業と出向元企業との関係が企業集団を構成する親会社及びその連結子

会社の関係を証する国土交通省総合政策局建設業課長より交付を受けた企業集

団確認書。ただし、企業集団確認書は交付を受けた日から下記 3-4.競争参加資

格確認申請①申請期間に示す申請期限の日までの期間が 1年以内であること。 

   ◇ 記載にあたっては、様式 3に示す≪記載上の注意事項≫に従うこと 

 配置予定技術者 

の工事経験 

◇ 上記 3-1.(6)②に示す競争参加資格を満たす配置予定の現場代理人または主任(監理)技術

者の工事経験を記載すること 



 (様式 4) ◇ 記載にあたっては、様式 4に示す≪記載上の注意事項≫に従うこと 

 設計管理技術者、 

照査技術者の資格 

◇ 上記 3-1.(7)①に示す競争参加資格を満たす配置予定の設計管理技術者及び照査技術者の

資格を記載すること 

 (様式 5) ◇ 記載にあたっては、様式 5に示す≪記載上の注意事項≫に従うこと 

 設計管理技術者、 

照査技術者の業務経験 

◇ 上記 3-1.(7)②に示す競争参加資格を満たす配置予定の設計管理技術者及び照査技術者の

業務経験を記載すること 

 (様式 6)   

 本工事の施工計画を立案 ◇ 本件工事にかかる施工計画を立案するための留意点について記載すること 

 するための留意点 

(様式 7-1,7-2) 

◇ 記載する事項は、様式 7-1、7-2に示すとおりとする。 

なお、技術評価項目①,②については、それぞれＡ4 版（片面）1 枚以内で作成するものと

する。 

様式 7-1,7-2とは別に説明資料として、それぞれＡ4又はＡ3版（片面）1枚以内で図表及

び根拠を添付してもよい。 

  ◇ 上記 3-2.技術評価項目①,②にかかる評価方法は次のとおり 

  ・ 記載された留意点について最大 50点を付与する。また、不適切な提案については、競争参

加資格を認めないものとする。 

3-4. 競争参加資格確認申請 

(1)  競争参加希望者は、本件競争入札に参加するため、次に示すとおり競争参加資格確認申請をしな

ければならない。 

 ①  申請期間 入札公告の翌日から平成 23年 10月 13日(木)16：00まで 

 ②  申請場所 上記 1-6.「契約担当部署」のとおり 

 ③  申請方法 書留郵便または持参（申請期間内に必着のこと） 

 

 

※別添『申請書等の提出にかかる留意事項について』を参照 

④  申請書類 上記 3-3.により作成した「申請書」 

(2)  入札者は、競争参加資格確認申請にかかる留意事項として、入札者に対する指示書[9]〔2〕を参

照のこと。 

3-5. 申請書のヒアリングに関する事項 

(1) 申請書の提出後、「施工計画を立案するための留意点」（様式 7-1,7-2）に関するヒアリングを次の

とおり実施するので、競争参加希望者はこれに応じなければならない。 

(2) ヒアリングの実施日時は、平成 23 年 10 月 14 日（金）から平成 23 年 10 月 18 日（火）までの間

を予定しており、詳細な日時については、申請書に記載の競争参加希望者の担当者宛て別途連絡

を行う。 

（3） ヒアリングの参加者は、本工事の施工計画を立案するための留意点の記載内容に精通した者とし、

複数の者の参加を可とするが 6名までの参加とする。 

3-6. 競争参加資格の確認 

(1) 契約責任者は、競争参加希望者からの競争参加資格確認申請に基づき、当該競争参加希望者の競

争参加資格の有無その他必要な事項について確認を行い、次に示すとおりその確認結果を通知す

る。 

 ※ 確認結果通知予定日 平成 23年 10月 26日(水) 

(2)  上記(1)に示す確認結果通知の内容に疑義のある競争参加希望者は、契約責任者に対し、その説



明請求をすることができる。なお、説明請求にかかる事項については、当該確認結果通知におい

て示す。 

(3) 申請書の作成及びヒアリングに要する一切の費用は、競争参加希望者の負担とする。 

(4) その他競争参加資格の確認にかかる留意事項として、入札者に対する指示書[10]及び[11]を参照

のこと。 

3-7. 技術提案書の作成 

(1) 上記 3-6.(1)において競争参加資格を有すると認められた者（以下「競争参加者」という。）は、

競争参加資格確認結果通知があった後に、下記に示す NEXCO 東日本が求める設計図書に示す工事

目的物を完成するための施工方法について、実現性に関する検討及び図面作成を行い技術提案書

及び NEXCO東日本が求める工事費内訳書の作成を行うものとする。 

なお、求める技術提案書及び工事費内訳書は下表のとおりとする。 

 技術提案書（様式） 作成にかかる留意事項と技術提案書の評価方法 

 技術提案書の提出に 

ついて 

(様式 8) 

◇ 

◇ 

必要事項を記載の上記名すること 

記載にあたっては、様式 8に示す≪記載上の注意事項≫に従うこと 

 技術提案 ◇ 本件工事にかかる技術提案について記載すること 

 (様式 9-1～9-3) ◇ 

 

◇ 

 

 

 

 

◇ 

 

 

 

記載する技術提案、様式 9-1～9-3に示すとおりとする。 

なお、評価項目①については別添「技術提案用解析データ」に基づき検討すること 

下記 3-11.技術評価項目①にかかる評価方法は次のとおり 

提出された技術提案内容について、最大 20 点を付与する。また、不適切な提案について

は、入札参加資格を認めないものとする。 

なお、各提案については、Ａ4 版（片面）2 枚以内で作成するものとし、提案とは別に説

明資料としてＡ4又はＡ3版（片面）5枚以内で図表及び根拠を添付してもよい。 

下記 3-11.技術評価項目②,③にかかる評価方法は次のとおり 

提出された技術提案内容について、最大 5点を付与する。また、不適切な提案については、

入札参加資格を認めないものとする。 

なお、各提案については、Ａ4 版（片面）1 枚以内で作成するものとし、提案とは別に説

明資料としてＡ4又はＡ3版（片面）1枚以内で図表及び根拠を添付してもよい。 

 工事費内訳書 

(様式 10) 

◇ 競争参加者は、上記 1-16.⑦に示す金抜設計書の摘要欄に『交渉対象』と記載されている

単価項目についてその工事費内訳を記載することとし、その他の単価項目については記載

しない。 

(2) 競争参加者は、技術提案書を作成するにあたり、以下の資料を閲覧することができる。 

 ①   資 料 名 ・片品川橋及び入沢川橋の完成図 

・片品川橋及び入沢川橋の耐震補強検討報告書 

 ②  閲覧場所 東日本高速道路株式会社 関東支社 高崎管理事務所 

 ③  閲覧期間 技術提案書の提出期限の前日まで（休日を除く毎日 10時から 17時まで） 

 ④  問合せ先 東日本高速道路株式会社 関東支社 高崎管理事務所 改良Ⅱ 

（TEL）027-353-0211 

(3) 

※閲覧を希望される際は上記④「問合せ先」へ事前にご連絡ください。 

競争参加者は、技術提案書について平成 23年 10月 31日（月）から平成 23年 11月 21日（月）



１６時まで検討条件等に関する質問を NEXCO東日本に行うことができる。 

なお、質問内容及び回答内容はすべての競争参加者に周知する。 

ただし、質問内容が技術提案書を作成するための競争参加者固有の技術的内容が含まれている場

合は、すべての競争参加者には周知せず、技術交渉の場で質問者に対し回答するものとする。 

3-8. 技術提案書の作成説明会及び提出に関する事項 

(1) 契約責任者は、求める技術提案の内容について、技術提案書を作成するための説明会を行う。 

 ②   説明日時 平成 23 年 10月 28日(金) 10：00～ 

 ②  説明場所 東日本高速道路株式会社 関東支社 会議室 

 ③  参加人数 参加する者は、技術提案書の内容に精通した者とし、複数の者の参加を可とする

が 3名までとする。 

 ④  その他 詳細については、3-6に示す確認結果通知において示す。 

(2)  競争参加者は、次に示すとおり技術提案書を作成し、提出しなければならない。 

 ①  提出期間 平成 23 年 10月 26日(水)から平成 23年 12月 6日(火)16：00まで 

 ②  提出場所 上記 1-6.「契約担当部署」のとおり 

 ③  提出方法 電子入札システムまたは書留郵便若しくは持参（提出期間内に必着のこと） 

 

 

※別添『申請書等の提出にかかる留意事項について』を参照 

④  提出書類 上記 3-7.により作成した「技術提案書」及び「工事費内訳書」 

3-9. 技術提案書に関する技術交渉及び価格交渉 

(1) 競争参加者は、技術提案書及び工事費内訳書の提出期限以降において、NEXCO 東日本と技術提

案に関する技術交渉及び工事費内訳書に関する価格交渉（以下「技術交渉等」という。）を実施す

る。 

 ①  交渉期間 平成 23 年 12月 7日（水）から平成 23年 12月 21日（水）までの間を予定して

おり、詳細な日時については、技術提案書に記載の競争参加者の担当者宛て別

途連絡を行う。  

 ②  交渉場所 東日本高速道路株式会社 関東支社 会議室  

 ③  その他 技術交渉等の日時は上記①の期間内で当社と競争参加者が協議して定めるもの

とする。 

(2) 技術交渉を行う範囲は、競争参加者の技術提案書に記載されたすべての内容を対象とする。ま

た、価格交渉の範囲は技術提案書との整合及び算出方法と対象とする。 

(3) 技術交渉及び価格交渉に参加する者は、技術提案書及び工事費内訳書の内容に精通した者とし、

複数の者の参加を可とするが 6名までの参加とする。 

なお、技術交渉及び価格交渉の回数は、１回以上を行うものとし双方が合意した時点で技術交

渉を終了する。 

(4) 技術交渉及び価格交渉を行った後、技術提案の改善または工事費内訳書の改善が行われた場合

は、改善に係る過程を契約締結後に公表するものとする。 

3-10. 最終技術提案書等の提出に関する事項 

(1) 競争参加者は、技術交渉及び価格交渉を踏まえた改善の有無にかかわらず、最終技術提案書及

び最終工事費内訳書を提出すること。なお、提出後の差替えは認めない。 

 ①  提出期間 上記 3-9.（1）交渉後から平成 23年 12月 28日(水)16：00まで 

 ②  提出場所 上記 1-6.「契約担当部署」のとおり 



 ③  提出方法 書留郵便または持参（提出期間内に必着のこと） 

 

 

※別添『申請書等の提出にかかる留意事項について』を参照 

④  提出書類 「最終技術提案書」及び「最終工事費内訳書」 

(2) 契約責任者は、最終工事費内訳書の内容を契約制限価格の算定に使用する場合があり、この場

合の算出は技術評価点の最高技術評価者の最終工事費内訳書に基づき算出することを基本とす

る。 

3-11. 最終技術提案書の評価基準に関する事項 

(1) 最終技術提案書は NEXCO東日本が定める評価基準に基づき技術評価を行う。 

なお、技術評価項目、評価基準及び配点（技術評価点）は次のとおりとする。 

また、配点（技術評価点）については、契約後、公表するものとする。 

 評価区分 技術評価項目 評価基準 配点  

 

施工計画 

①地震時（レベルⅠ）を考慮した部材交換時等の

具体的な安全性確保の方策及び留意点 

・着目部材（任意 2断面） 

・施工時の上部工全体構造系の評価 

・供用中の安全性確保に関する方策 

20点 

 

 ②工程確保に向けた合理的な施工方法の方策 ・効率的に行う方策及び工夫 5点  

 ③高所作業での安全性確保の具体的な方策 ・各作業における安全対策の工夫 5点  

 合計   30点  

3-12. 入札参加資格の確認に関する事項 

(1) 契約責任者は、競争参加者からの最終技術提案書に基づき、当該競争参加者の入札参加資格の有

無について確認を行い、次に示すとおりその確認結果を通知する。 

 ※ 確認結果通知予定日 平成 24年 1月中旬 

(2) 入札参加資格を有すると認められた者（以下「入札者」という。）に対しては、次に示す技術提

案書の作成に要する費用の一部を支払うものとする。 

①支払限度額  2,260,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

②支払条件 ・NEXCO 東日本が示した工事目的物の構造等に変更が生じない提案であること。 

      ・NEXCO東日本が示した施工条件を満足し、かつ施工の確実性が認められた 

提案であること。 

なお、支払条件を満足していない場合、または手続途中において辞退等に 

より作成されたと認められない場合は支払いは行わない。 

③その他   これ以外に要する費用は入札者の負担とする。 

(3)  上記(1)に示す確認結果通知の内容に疑義のある競争参加者は、契約責任者に対し、その説明請

求をすることができる。なお、説明請求にかかる事項については、当該確認結果通知において示

す。 

(4) 入札者は、入札にあたっては、最終技術提案書及び最終工事費内訳書に基づいた入札をしなけ

ればならない。ただし、価格交渉対象とした単価については、最終工事費内訳書の合計額を上回

らない限り変更可能とすることができる。また、最終技術提案書の更なる改善・変更は認めない。 

(5) 落札しなかった者が提出した最終技術提案書及び最終工事費内訳書は返却しない。また、提案

された内容が提出者固有の技術である場合は無断で使用しない。 

  

第 4 入札・開札・落札者の決定  



  
4-1. 入札に必要な書類の作成等 

 入札者は、次に示すとおり、入札に必要な書類を作成または準備し、提出しなければならない。 

 ①  ｢入札書｣ … 入札者に対する指示書[12]を参照のこと 

 ②  ｢単価表及び単価集計表｣ … 入札者に対する指示書[13]を参照のこと 

 ③  ｢総合評定値通知書(経審)の写し｣ … 入札者に対する指示書[14]を参照のこと 

 ④  ｢入札ボンド｣ … 入札者に対する指示書[15]を参照のこと 

4-2. 入札及び開札 

(1)  入札書の提出及び開札の執行については、次に定めるとおりとする。 

 ①  入札書の提出期限  平成 24年 2月 13日(月) 16:00 

 ②  入札書の提出場所  上記 1-6.「契約担当部署」のとおり 

 ③  入札書の提出方法  電子入札システムまたは書留郵便(配達日指定郵便により提出期限の日の前

日までに必着のこと) 

 

 

※別添『申請書等の提出にかかる留意事項について』を参照 

④  開札執行日時  平成 24年 2月 14日(火) 13:30 

 ⑤  開札執行場所  上記 1-6.「契約担当部署」 

(2) 入札者は、入札執行の完了に至るまではいつでも入札を辞退することができることとし、これ

を理由として以後の競争参加においていかなる不利益も被ることがないものとする。 

(3)  入札者は、入札及び開札にかかる留意事項として、入札者に対する指示書「5.入札及び開札」を

参照のこと。 

4-3. 落札者の決定 

(1) 契約責任者は、開札の結果、契約制限価格の制限の範囲内における有効な入札のうち、『加算方式』

に基づき算定した評価値が最も高い入札者のした入札価格をもって本件工事の契約価格を決定

し、当該入札者を落札者と決定する。 

(2) 評価値は 100 点を満点とし、その算定は次に示す各評価点を加算して行う。 

 ① 価格評価点（配点 70 点）… 次に示す算式により算定する 

 
価格評価点 ＝ 配点 ×（ 1 － ( 

入札価格 － 最低入札価格 
) 

2 
） 

 

契約制限価格 － 最低入札価格  

 ②  技術評価点（配点 30点）… 上記 3-11に示す評価基準により算定する 

(3)  入札者は、落札者の決定にかかる留意事項として、入札者に対する指示書[21]を参照のこと。 

4-4. 低入札価格調査 

(1)  本件競争入札においては、低入札価格調査基準価格を設定しており、開札の結果、契約制限価格

の制限の範囲内における有効な入札のうち、最高評価値の入札価格が低入札価格調査基準価格未

満である場合は、入札を保留し、当該入札をした入札者を対象として低入札価格調査を行う。 

  また、本件競争入札においては、重点調査基準価格を設定しており、上記(1)の入札価格が重点

調査基準価格未満である場合は、当該入札をした入札者を対象として特に重点的な低入札価格調

査を行う。 

なお、低入札価格調査対象となった場合は、当該入札予定者の最終技術提案書に基づく最終工事

費内訳書に基づき低入札価格調査基準価格を改めて算出し、算出された価格と入札価格を比して

低入札価格調査を行う。 



(2)  低入札価格調査等については入札者に対する指示書[25]を参照のこと。 

 

第 5 その他   

 

5-1. 使用する言語及び通貨 

 日本語及び日本国通貨に限る。 

5-2. 質問の受付 

(1)  本件競争入札に関する質問は、次に定めるとおり受付を行う。 

 ①  受付期間 入札公告の翌日から平成 24年 2月 3日(金)まで 

 ②  受付場所 上記 1-6.「契約担当部署」のとおり 

 ③  受付方法 質問書面(様式自由)を持参または書留郵便(受付期間内必着のこと) により提

出すること 

(2)  上記(1)により受付けた質問に対する回答は、次に定めるとおり行う。 

 ①  回答予定日 質問書を受け取った日の翌日から原則として平日で５日以内 

 ②  回答方法  NEXCO東日本のホームページ（「入札公告・契約情報検索」内の「その他契約情報」）

に掲載する 

          ⇒http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/public_notice/search_service/ 

(3) 競争入札に関する一般的な質問については、NEXCO 東日本のホームページを参照すること。   

⇒ http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/capacity/faq.html 

5-3. 入札の無効 

  入札者に対する指示書[26]に該当する入札は無効とする。 

5-4. 支払条件 

(1) 前金払 有：請負契約書 34条 1項に基づき前金払の請求をすることができる 

(2) 部分払 有：請負契約書 37条 1項に基づき部分払の請求をすることができる 

5-5. 支払限度額の比率 

  請負契約書 39 条 1 項に規定する各事業年度における請負代金額の支払限度額は、契約金額に次に示

す比率を乗じ、四捨五入して有効数字を 2 桁とした額とする。ただし、最終年度における支払限度額

は、契約金額から前年度までの支払額の合計を差し引いた額とする。 

 年度 比率  

 平成２３年度 0%  

 平成２４年度 16%  

 平成２５年度 37%  

 平成２６年度 33%  

 平成２７年度 14%  

5-6. 火災保険等の付保 

  土木工事共通仕様書「1-55-1 保険の付保」に定めるとおりとする 

5-7.  WTOに規定する継続工事の有無 

  本件工事に直接関連する他の工事の請負契約を、本件工事の請負契約の相手方と随意契約の方法によ

り締結する予定の有無：無 

5-8. 単品スライド条項の適用 



  請負契約書 25条 5項について適用する 

5-9. 苦情申立て 

  本入札手続における競争参加資格の確認またはその他手続に不服がある者は、政府調達苦情検討委員

会（連絡先：経済企画庁調整局内政府調達苦情検討委員会事務局、電話 03-3581-9576（直通））に対

して苦情の申立てを行うことができる。 

5-10.  契約後の技術提案の取扱い 

(1)  本件工事の請負人は、技術提案を採用された場合は、施工計画書に技術提案の内容に関する事項

を記載するものとし、施工に先立ち、その履行確認方法を NEXCO東日本と協議すること。 

(2)  工事施工中における技術提案の内容の変更は原則認めない。ただし、請負人から合理的な理由に

基づく内容の変更協議があり、かつその変更内容が当初の性能等相当以上と NEXCO 東日本が認め

た場合はこの限りでない。 

(3)  技術提案を採用することにより、設計図書において施工方法等に関する指定のない部分につい

て、請負人の債務は軽減されない。 

(4)  NEXCO 東日本は、技術提案の内容について、工業所有権が設定されているものを除き、その内容

が一般的に使用される状態となったときは、本件工事以外の工事等以外において無償で使用する

場合がある。 

(5)  評価された技術提案の内容が、請負人の責により達成できないと認められ、再度の施工等が困難

あるいは合理的でない場合は、本件工事の工事成績評定点を減じる。また、履行されなかった評

価項目について再度評価を行い、未履行相当額を請負代金額から減じる。 

5-11.  技術者の直接的かつ恒常的関係の特例措置の留意事項 

(1) 上記 3-1.(6)③の 1)「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接

的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」（平成 13年 5月 30日付、国総建第 155号）

に該当する技術者を配置し、契約後に営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業

が会社分割の登記をした日から 3 年を経過する場合は、当該技術者が出向先企業に転籍されるこ

と。 

(2) 上記 3-1.(6)③の 3)「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術

者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」（平成 15年 1月 22日付、国総建第 335号）

に該当する技術者を配置し、契約後に出向先企業と出向元企業との関係が企業集団を構成する親

会社及びその連結子会社の関係を証する国土交通省総合政策局建設業課長より交付を受けた企業

集団確認書の有効期間を迎える場合は、再度申請し交付を受けた企業集団確認書を契約責任者に

提出すること。 

5-12.  競争参加資格に関する留意事項 

(1)  本工事若しくは本業務の請負人、本工事若しくは本業務の請負人と資本若しくは人事面において

関連のある者、本工事若しくは本業務の下請負人、本工事若しくは本業務の下請負人と資本若し

くは人事面において関連がある者は、本工事若しくは本業務の契約期間中、監督を担当する部署

の施工（調査等）管理業務の入札に参加し又は施工（調査等）管理業務を請負うことができない。 

「資本若しくは人事面において関連のある者」とは、次の①又は②に該当する者である。 

 ①  当該請負人若しくは下請負人の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出

資の総額の 100分の 50を超える出資をしている者。 

 ②  代表権を有する役員が当該請負人若しくは下請負人の代表権を有する役員を兼ねている場合に



おけるその代表権を有する役員が属する者。 

 

以  上 



関越自動車道 片品川橋補強工事 

に関する契約手続き日程 

 
入札公告 平成 23 年 8月 29日(月) 

↓ 
 

↓ 図書等交付期間 平成 23 年 10月 13日(木)まで 

↓ （入札公告 1-16.(4)関係）  

↓  
↓ 確認申請書・技術資料・設計図書・ 

 
↓ 契約手続き等本件競争入札に関する質問 

 
↓ （入札公告 5-2.関係）  

↓ 
 

受付期間 入札公告の翌日から平成 24 年 2月 3日(金)まで 

↓ 
 回答期間 

↓ 

質問書を受取った日の翌日から原則として平日で５

日以内にNEXCO東日本ホームページにて回答します。 

  
競争参加資格確認申請書 平成 23 年 10 月 13日(木)16：00 まで 

提出期限 書留郵便または持参（申請期間内に必着のこと）にてお願いし

ます。 

※別添「申請書等の提出にかかる留意事項について」を参照 
（入札公告 3-4.関係） 

↓ 
 

申請書のヒアリング期間 

（入札公告 3-5.関係） 

平成 23年 10月 14日(金)から平成 23年 10月 18日(火)までの

予定です。 

  ↓ 
 

競争参加資格確認結果通知 平成 23 年 10月 26日(水)に通知する予定です。 

（入札公告 3-6.関係） 

↓ 
 

技術提案書作成説明会 平成 23 年 10月 28日(金)10：00からです。 

（入札公告 3-8(1).関係） 

↓ 
 

技術提案書提出期限 平成 23 年 12月 6日(火) 16：00まで。 

※電子入札システムまたは書留郵便若しくは持参(提出期間内

に必着のこと)にてお願いします。 

※別添「申請書等の提出にかかる留意事項について」を参照 

（入札公告 3-8(2).関係） 

↓ 
 
技術提案書 

技術交渉・価格交渉期間 

平成 23 年 12月 7日(水)から平成 23年 12月 21 日(水)まで。 

 

（入札公告 3-9.関係） 



↓ 
 

最終技術提案書 

最終工事費内訳書 

提出期限 

平成 23 年 12月 28日(水) 16：00 まで。 

書留郵便または持参（提出期間内に必着のこと）にてお願いし

ます。 

※別添「申請書等の提出にかかる留意事項について」を参照 （入札公告 3-10.関係） 

↓ 
 

入札参加資格確認結果通知 平成 24 年 1月中旬に通知する予定です。 

（入札公告 3-12.関係） 

↓ 
 
入札・開札日 入札書・単価表・単価集計表・総合評定値通知書（経審）の写

し・入札ボンドの提出は 平成 24 年 2月 13日(月)16:00 

までです。 

電子入札システムまたは書留郵便（提出期間内に必着のこと）

にてお願いします。 

※別添「申請書等の提出にかかる留意事項について」を参照 

開札は 平成 24年 2月 14 日(火) 13:30からです。 

（入札公告 4-2.関係） 

                                
※手続きに際しては、入札公告など関係資料を十分にご確認のうえ手続きをお願いします。 

※平成 23年 4 月 1 日付けで契約書（案）及び入札者に対する指示書の見直しを行っております。

既にダウンロードされた方も当社ホームページにて内容をご確認のうえ、再度ダウンロードを

お願いします。 

 
 


